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第１章 総則 

（目的）（法第１条関係） 

第１条 

本ガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）及びその他の関係

法令に基づき、一般社団法人日本コールセンター協会（以下、「本法人」という。）の会員

社が行う事業における個人情報の適切な取扱いの確保に関する活動を支援する具体的な指

針として定めたものであり、個人情報の有用性に配慮するとともに、個人の権利利益を保

護することにより業界の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 

本ガイドラインは、当協会の会員社に適用される。 

２ 当協会の会員以外の事業者においても、個人情報を取り扱う際の基準又は個人情報保護

に関する規定を策定する際の参考として本ガイドラインを用いることができる。 

 

第２章 定義 

（定義）（法第２条関係） 

第３条 

本ガイドラインにおける、用語の定義は、以下の通りとする。 

（１）「個人情報」 

生存する「個人に関する情報」であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 

 

（２）「個人情報データベース等」 

特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個

人情報を含む情報の集合物をいう。コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で

処理した個人情報を一定の規則（例えば、五十音順、年月日順等）に従って整理・分類し、

特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人に

よっても容易に検索が可能な状態に置いているものも該当する。 

 

（３）「個人情報取扱事業者」 



個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。 

 

（４）「個人データ」 

会員社が管理する個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

 

（５）「保有個人データ」 

会員社が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の

停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることができる権限を有する「個人

データ」をいう。ただし、次に掲げる場合は除く。 

① その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるもの。 

② ６ヶ月以内に消去する（更新することは除く。）こととなるもの。 

 

（６）「本人」  

個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

 

（７）「本人に通知」 

本人に直接知らしめることをいう。 

 

（８）「公表」 

一般の人々が知ることができるように発表することをいう。 

 

（９）「本人に対し、その利用目的を明示」 

本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいう。 

 

（10）「本人の同意」 

本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを

承諾する旨の当該本人の意思表示をいう。 

また「本人の同意を得（る）」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業

者において了知することをいう。 

 

（11）「本人が容易に知り得る状態」 

事業の性質及び個人情報の取扱い状況に応じた合理的かつ適切な方法により、本人が知ろ

うとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いてい

ることをいう。 

 

（12）「本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）」 

ホームページへの掲載、カタログの配布、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、

本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くことをいい、常にその時点での正確

な内容を本人の知り得る状態に置かなければならない。 

 



（13）「提供」 

個人データを利用可能な状態に置くことをいう。個人データが、物理的に提供されていな

い場合であっても、ネットワーク等を利用することにより、個人データを利用できる状態

にあれば（利用する権限が与えられていれば）、「提供」に当たる。 

 

（14）「会員社」 

事業において、個人情報を取り扱う本法人の会員をいう。保有個人データの数は問わない。 

 

（15）個人情報保護管理者 

会員社によって指名された者で、個人情報保護体制の運営と施策の実施を行う責任者であ

って、個人情報の取扱いについて決定する権限を有する者である。 

 

第３章 個人情報の取得等  

（利用目的の特定）（法第１５条関係） 

第４条 

会員社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り具体的に特定し

なければならない。 

 

（利用目的の変更）（法第１５条、第１８条関係） 

第５条  

会員社は、第４条により特定された利用目的を、本人が想定することが困難でない範囲を

超えて変更してはならない。 

２ 会員社は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知する

か、又は公表しなければならない。 

 

（利用目的による制限）（法第１６条関係） 

第６条  

会員社は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじ

め本人の同意を得なければならない。  

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。  

（１）法令に基づき、提出又は回答が義務づけられている場合  

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難なとき  

（３）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（適正な取得）（法第１７条関係） 

第７条  

会員社は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 



 

（利用目的の通知又は公表）（法第１８条関係） 

第８条 

会員社は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望

ましい。公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、

又は公表しなければならない。 

 

（書面等で本人から直接に取得する場合の措置）（法第１８条関係） 

第９条 

会員社は、書面等による記載、ユーザー入力画面への打ち込み等により、直接本人から個

人情報を取得する場合には、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければな

らない。なお、口頭による個人情報の取得にまで、当該義務を課すものではない。 

 

（取得時及び利用目的等の変更時の措置の適用除外） 

第 10 条 

第５条、第８条及び第９条の規程は、次に掲げる場合については適用しない。 

（１）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより人の生命、身体、財産その他の

権利利益が侵害されるおそれがある場合。  

（２）利用目的を本人に通知し、又は公表することにより企業秘密に関すること等が他社

に明らかになり、当該事業者の権利又は正当な利益が侵害されるおそれがある場合。 

（３）国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要があ

る場合であって、協力する民間企業等が国の機関等から受け取った個人情報の利用目的を

本人に通知し、又は公表することにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場

合。 

（４）個人情報が取得される状況から見て利用目的が自明であると認められる場合。 

 

第４章 個人データの管理 

（データ内容の正確性の確保）（法第１９条関係） 

第 11 条 

会員社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報データベース等への個人情

報の入力時の照合・確認の手続の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整備、記

録事項の更新、保存期間の設定等を行うことにより、個人データを正確かつ最新の内容に

保つよう努めなければならない。 

 

（安全管理措置）（法第２０条関係） 

第 12 条 

会員社は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失又は棄損の防止その他の個人データの安

全管理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的安全管理措置を講じなければならない。 

 

（従業者の監督）（法第２１条関係） 



第 13 条 

会員社は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全

管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

（委託先の監督）（法第２２条関係） 

第 14 条 

会員社は、個人データの取扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、その取扱いを委

託した個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。 

 

（委託者から提供される個人データ） 

第 15 条  

会員社が個人データの取扱の全部または一部の委託を受ける場合は、委託元がその責任に

おいて法に基づき収集または取得した個人データ以外を取り扱ってはならない。 

 

第５章 第三者への提供  

（第三者提供の制限）（法第２３条関係） 

第 16 条  

会員社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを

第三者に提供してはならない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難なとき 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難なとき 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事

務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

２ 同意の取得に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係

る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなければ

ならない。 

 

（第三者に提供できる場合）（法第２３条関係） 

第 17 条 

会員社は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じてその提供を停止

することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データを第三者に提供する

ことができる。 

（１）第三者への提供を利用目的とすること。 

（２）第三者に提供される個人データの項目 



（３）第三者への提供の手段又は方法 

（４）本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること。 

 

（第三者提供に該当しない場合）（法第２３条関係） 

第 18 条 

次に掲げる場合においては、第三者提供に該当しないものとする。 

（１）会員社が利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業

務の全部又は一部を委託する場合 

（２）合併、分社化、営業譲渡等により事業が承継され個人データが移転される場合 

（３）個人データを特定の者との間で共同して利用する場合で、以下の情報をあらかじめ

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合 

① 個人データを特定の者と共同で利用する旨 

② 共同して利用される個人データの項目 

③ 共同利用者の範囲 

④ 利用する者の利用目的 

⑤ 開示等の求め及び苦情を受け付け、その処理に尽力するとともに、個人データの内容等

について、開示、訂正、利用停止等の権限を有し、安全管理等個人データの管理について

責任を有する者の氏名又は名称 

２ 会員社は、前項（３）に規定する項目のうち、④又は⑤を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ

ならない。 

 

第６章 保有個人データに関する事項の公表、保有個人データの開示・訂正・利用停止等 

（保有個人データに関する事項の公表等）（法第２４条関係） 

第 19 条 

会員社は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態（本人

の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）に置かなければならない。 

（１）事業者名 

（２）すべての保有個人データの利用目的 

（３）保有個人データの利用目的の通知及び保有個人データの開示に係る手数料の額（定

めた場合に限る）並びに開示等の求めの手続 

（４）保有個人データの取扱いに関する苦情及び問い合わせの申し出先 

 

（利用目的の通知）（法第２４条関係） 

第 20 条 

会員社は、第 10 条に該当する場合を除いて、本人から自己が識別される保有個人データの

利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく、本人に通知しなければならない。なお、

通知しない旨を決定したときも、遅滞なく、本人に通知しなければならない。 

 

（保有個人データの開示）（法第２５条関係） 



第 21 条  

会員社は、本人から、自己が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人

に対し、書面の交付による方法等（開示の求めを行った者が同意した方法があるときはそ

の方法）により、遅滞なく、当該保有個人データを開示（当該保有個人データが存在しな

いときにその旨を知らせることを含む。）しなければならない。ただし、開示することによ

り次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないことができるが、そ

の場合はその旨を本人に通知しなければならない。 

（１）本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

（２）業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

（３）法令に違反することとなる場合 

 

（保有個人データの訂正等）（法第２６条関係） 

第 22 条 

会員社は、本人から、保有個人データの内容が事実でないという理由で訂正、追加又は削

除（この条において「訂正等」という。）を求められたときには、利用目的の達成に必要な

範囲内において、原則として合理的な期間内にこれに応ずるものとする。 

２ 訂正等を行うに当たって、調査が必要な場合は、遅滞なく調査を行い、その結果に基づ

き訂正等を行ったとき又は行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、その旨（訂正等

を行ったときはその内容を含む。）通知しなければならない。 

 

（保有個人データの利用停止等）（法第２７条関係） 

第 23 条 

会員社は、本人から、手続違反の理由により保有個人データの利用停止等が求められた場

合には、原則として、当該措置を行わなければならない。なお、利用停止等を行った場合

には、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、当該保有個人データ

の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。 

 

（理由の説明）（法第２８条関係） 

第 24 条 

会員社は、保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等において、その措置をとらな

い旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を本人に通知する場合は、併せて、

本人に対して、その理由を説明するように努めなければならない。 

 

（開示等の求めに応じる手続）（法第２９条関係） 

第 25 条 

会員社は、開示等の求めにおいて、その求めを受け付ける方法として、次の各号の事項を

定めることができる。また、その求めを受け付ける方法を定めた場合には、本人の知り得

る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む）に置いておかなければならな



い。 

（１）開示等の求めの受付先 

（２）開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの受付方法 

（３）開示等を求める者が本人又はその代理人であることの確認の方法 

（４）保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示をする際に徴収する

手数料の徴収方法 

２ 会員社は、円滑に開示等の手続が行えるよう、本人に対し、自己のデータの特定に必要

な事項の提示を求めることができる。なお、本人が容易に自己のデータを特定できるよう、

自己の保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便性を考慮しなければな

らない。 

 

（手数料）（法第３０条関係） 

第 26 条 

会員社は、保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示を求められたと

きは、当該措置の実施に関し、手数料の額を定め、徴収することができる。また、手数料

の額を定めた場合には、本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合

を含む。）に置いておかなければならない。 

 

（苦情の処理）（法第３１条関係） 

第 27 条 

会員社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

２ 苦情処理を行うに当たり、苦情処理窓口の設置や苦情処理の手順を定める等必要な体制

の整備に努めなければならない。 

 

第７章 内部規程・方針、管理体制等 

（個人情報保護方針の公表） 

第 28 条 

会員社は、「個人情報保護方針」を定め、文書化することとする。 

２ 会員社は、「個人情報保護方針」を公表することとする。 

３ 会員社は、法の施行後の状況等諸環境の変化を踏まえて、「個人情報保護方針」の見直

しを行うよう努めるものとする。 

 

（内部規程の策定等） 

第 29 条 

会員社は、「個人情報保護方針」を基に、事業活動の範囲及び事業規模を考慮し、個人情報

を保護するための内部規程を策定し、これを実行することとする。 

２ 会員社は、内部規程を従業者に周知しなければならない。 

３ 会員社は、個人情報保護の実施状況及びその他の経営環境等に照らして、適切な個人情

報の保護を維持するために、定期的に内部規程を見直すものとする。 

 



（個人情報保護管理者の指名） 

第 30 条 

会員社は、法及びその他の関係法令や本ガイドラインを理解し実践する能力のある者を会

員社の内部から１名以上指名し、個人情報保護管理者としての業務を行わせるものとする。 

 

（個人情報保護管理者の責務） 

第 31 条 

個人情報保護管理者は、本ガイドラインに定められた事項を理解し、及び遵守するととも

に、従業者にこれを理解させ、及び遵守させるための内部規程の整備、安全対策の実施、

従業者への訓練、委託先の適切な監督等を実施する責任を負うものとする。 

 

第８章 その他 

（報告等） 

第 32 条 

 会員社は、個人情報の取扱いに関し、本法人及び経済産業省等関係機関から報告を求め

られた場合には直ちに報告しなければならない。 

２ 会員社は、本人の同意のない第三者へ個人情報が漏洩した事実、及び漏洩したおそれ

がある事実を把握した場合は、本法人及び経済産業省等関係機関に報告するものとする。 

３ 個人情報の漏洩等の事案が発生した場合は、二次被害の防止、類似事案の発生回避等

の観点及び本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、可能な限り事実関係等を公表

するものとする。 

 

（ガイドラインの見直し） 

第 33 条 

個人情報の保護についての考え方は、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術の進歩等

に応じて変わり得るものであり、本ガイドラインは、法の施行後の状況等諸環境の変化を

踏まえて見直しを行うよう努めるものとする。 

 

（その他の遵守事項） 

第 34 条 会員社は、本ガイドラインの他に、会員社の事業分野ごとに関連省庁が策定す

る個人情報の保護に関するガイドライン等を遵守するものとする。 

 

附則 

１．本ガイドラインは、２００５年４月１日から施行する。 

２．１９９８年３月制定のテレマーケティングにおける個人情報保護に関するガイドライ

ン、及びテレマーケティングにおける個人情報保護に関する実施基準はこのガイドライン

の施行の時をもって廃止する。 

＊本ガイドラインを策定するに当たっては、 

経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドラ

イン」を基に、 



電子商取引推進協議会「民間部門における電子商取引に係る個人情報の保護に関するガイ

ドライン」 

日本工業規格 JISQ15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事

項」 

※JISQ15001 は 2006 年 5 月 20 日「個人情報保護マネジメントシステム――要求事項」に

変更された 

（社）日本通信販売協会「通信販売における個人情報保護ガイドライン」 

を参考とした。 


